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冬は、暖房などで多くのエネルギーを消費します。一人一人が節
電・節エネし、家庭でできることに少しずつ取り組みましょう。

冬の地球温暖化防止の取り組み
・床に断熱シートを敷いたり、すき間テープなどを活用して、す
き間風を防ぐ。
・重ね着、湯たんぽ、ひざかけなどを
活用し、こたつや電気カーペットな
ど、効率よく部分暖房を活用する。
・暖房の温度を20度以下にするなど、
「ウォームビズ」に努める。

電気製品の省エネに努めましょう
・冷蔵庫いっぱいに品物を詰めると電気使用量が大きくなり、
効率が悪くなります。食品ロス削減のためにも、買いだめは控
えましょう。
・照明をLED照明に替えると電気使用量が約8割削減、冷蔵庫は
９年前のものに比べて４割削減できるとされています。省エネ
基準に適合した家電の購入を検討しましょう。

エコ・ドライブによる燃料削減の取り組みを
・急発進、急加速は、多くの燃料を消費します。
・車間距離にゆとりをもち、無駄なアイドリングはやめましょう。
※詳しくは市ホームページをご覧ください。

家庭から出される「白色以外の有色トレイ」「卵パック」「豆腐パッ
ク」の回収ボックスを、市内のスーパー６店舗に設置していますの
で、ご利用ください。

回収ボックス設置店舗
イオン大村店・エレナ（大村中央店・竹松店）・かとりストア・マ
ックスバリュ（大村諏訪店・空港通り店）

※トレイは、きれいに洗い、乾かしてから回収ボックスに入れてく
　ださい。

不法投棄をした人は、5年以下の懲役または
1,000万円以下の罰金が科せられます。
不法投棄の現場を見たら通報してください。

●大村警察署 ☎54-0110

対象家電（家電4品目）

テレビ

洗濯機・衣類乾燥機冷蔵庫・冷凍庫

エアコン

環境インフォメーション
●環境保全課（内線１４３）

トレイ・パックを店舗でも回収しています

不法投棄は犯罪です

12月は「地球温暖化防止月間」です

野焼きはやめましょう

家電は適正に廃棄を

廃パソコンはリサイクル

Information　福祉総務課（内線156）

平成31年1月受診分から子ども福祉医療費制度が変わります

受給対象を中学校卒業までに
拡充します

手続方法

未就学児の支給方法が
現物給付方式に変わります

内容　受給対象年齢を中学校卒業までのお子さん
に拡充します。

対象　次の条件をすべて満たす人
①市内在住
②健康保険に加入していること
③15歳に達した日以降最初の３月31日（中
　学３年生修了）までの人

※ほかの福祉医療（母子・父子・心身障害者医療）や
生活保護の受給世帯は、そちらを優先。

受給資格の申請手続きが必要です。対象者には、
申請方法などを記載した案内をお送りしていま
す。詳しくは、そちらをご覧ください。

申請の必要はありません。平成31年1月から新し
い受給資格者証をお使いください。

未就学児：現物給付方式用の新しい受給資格者証
（カード型）をお送りします。
小学生：有効期限を延長した受給資格者証をお送
りします。

注意
平成31年4月に小学校に入学する人は、平成31年
１～３月受診分のみ現物給付方式です。４月からは
代理申請方式になりますので、医療機関などの窓口
で一部負担金（３割分）の支払いが必要となります。
（3月頃に新しい受給資格者証をお送りします）

※小学生・中学生の支給方法は現行の代理申請方式（市外の
医療機関は市の窓口で申請）です。

※現物給付方式と代理申請方式では、受給者番号や受給資格
証が異なりますので、小学校入学前の年度末に新しい受給
資格者証をお送りします。

代理申請方式

現物給付方式

市内の医療機関などで受診した場合、窓口で一部負
担金を支払い、医療機関からの申請を基に各受給者
へ福祉医療費を支給しています。

医療機関の窓口で支払う額を「福祉医療費の自己負
担額まで」とし、窓口で一時的に負担する額を軽減し
ます。一部医療機関を除く県内の医療機関であれば
この方式で受診できるので、市外で受診した時に提
出していた支給申請書の提出が不要となります。

平成31年1月受診分から

医療機関での自己負
担金が１日800円ま
で（上限1,600円/月）
※院外処方の薬局で
　は自己負担額なし

受診者 医療機関

受診時に
受給資格者証を

提示

◆中学生の受給資格者証の手続き

◆現在、受給資格者証を持っている人

現　在

家電4品目は、環境センターでは受け
入れできません。家電購入店などに引
き取りを依頼し、適正にリサイクルし
ましょう。
※違法な不用品回収業者による料金
トラブルが全国的に発生していま
す。ご注意ください。

ご家庭で不要になったパソコンは、メーカー
が回収し再資源化します。各メーカーの受付
窓口へご連絡ください。
※「PCリサイクルマーク」がついたパソコン
は、料金がかかりません。

※自作のパソコンなど回収メーカーがないパソコンは、
「パソコン3R推進協会」が有償で回収しリサイクルします。
●パソコン3R推進協会 ☎03・5282・7685 　 www.pc3r.jp

廃棄物の野外焼却は、原則禁止されていま
す。(罰則規定あり)

例外的に禁止されていない場合
○災害の予防、応急対策、復旧のために必要なもの。
○風俗習慣上、宗教上の行事のために必要なもの。
○農·林·漁業を営むためにやむを得ないもの。
○日常生活でのたき火程度の軽微なもの。
※苦情があった場合は行政指導などの対象になります。必要最
小限にとどめ、風の向きや強さ、時間帯などに注意し、煙や臭
いなど、周囲に迷惑がかからないよう十分配慮してくださ
い。

家庭や事業所の焼却炉は次のすべてを満してください
○ごみを燃焼室で摂氏800度以上の状態で燃やすことができること。
○外気と遮断された状態で、ごみを定量ずつ燃焼室に投入でき
ること。

○燃焼室の温度を測定する装置（温度計）があること。
○燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置（バーナーな
ど）があること。

○焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。

市政トピックス市政トピックス

※県外の医療機関の場合は、これまでどおり支給申請書の提出
　が必要です。


